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第 6 章 公開セミナー報告 
 

 

6－1 公開セミナーの概要 

 
 2007 年 2 月 8 日（木）13:30 から 17:30 の時間帯で「研究者のための特許情報データベー

ス活用フォーラム」を開催した。これは、本研究で得られた成果を広く共有するとともに、

有識者による御講演とパネルディスカッションを通して議論を深めることを目的としている。 
 フォーラムでは、特許庁大学等支援室長 冨士良宏氏から特許情報に関する施策について、

引き続いて工学と社会科学両分野に渡り幅広い研究活動をされている東京大学国際・産学共

同研究センター副センター長・教授 渡部俊也氏から研究最前線での特許情報活用を内容とす

る御講演をいただいた。その後、本報告の成果として、大学における特許情報および研究情

報の利用実態調査の報告、特許情報の研究活用モデル事例の報告、研究者が特許情報を研究

推進に結びつける検索と整理の事例紹介、研究者の特許情報活用のあり方、研究者が特許情

報を活用するためのプロトタイプ e-learning ソフトの紹介を行なった。第二部はパネルディ

スカッション形式を採用して、講師、会場の皆様と共に特許情報の研究活用について議論を

行った。 

【当日のプログラム】 

13：30～ フォーラム開催挨拶・・・山口大学評議員（元副学長）小嶋直哉氏 

《第 1 部》  

13：40～14:10     「特許情報に関する最近の施策について」 

     ・・・特許庁技術調査課大学等支援室長 冨士良宏氏 

14：10～15:10     「知財マネジメントが創る新技術」 

     ・・・東京大学国際・産学共同研究センター副センター長・教授 渡部俊也氏 

《第 2 部》  

15：30～16:30 本研究の経過および結果報告・・・本研究の山口大学委員他 

 ・ヒアリング、アンケート、委員会報告、山口大学特許検索システムの改良、特許 

情報検索システム紹介、モデル事例紹介、プロトタイプ e-learning ソフト紹介等。 

16：15～17:10  パネルディスカッション  

     ・・・講師の皆様と山口大学教員三木俊克氏、堤宏守氏 

17：10 ～17:15   閉会挨拶 ・・・山口大学大学院技術経営研究科長 上西研氏 

 当日は、仮設の遠隔討議システムを導入し、大分大学イノベーション機構会議室と山口大

学工学部の会場を結んだ討議も実施している。 

 本章では、当日のプログラム順にその内容を報告する。但し、第 2 部冒頭の「本研究の経

過および結果報告」部分は、「山口大学特許検索システムの改良」の説明にとどめ、残りは本報

告書第 2 章から第 5 章、第 7 章、第 8 章と重複するため説明を省略する。 
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6－2 特許情報に関する最近の施策について 

 
 フォーラム冒頭に、特許庁技術調査課大学等支援室長の冨士良宏氏から、特許情報に関す

る国の施策に関する御講演をいただいた。 
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6－3 知財マネジメントが創る新技術 

 
東京大学国際・産学共同研究センター副センター長・教授 渡部俊也氏から、「知財マネジ

メントが創る新技術」を表題に御講演をいただいた。渡部氏が携わった光触媒の研究をテー

マに、①イントロダクション、②技術者としての体験から「超親水性技術の創造その他の事

例」、③知財マネジメント、④技術マーケティングと知財マネジメント、⑤未来のために、の

順で、数多くのスライドを利用して研究情報全体像や研究マネジメントまで含めた講演内容

であった。 
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6－4 山口大学特許検索システムの紹介 

 
 山口大学特許検索システムの開発パートナーである（株）エコマスの安藤竜馬氏が、本検

索システムと本年度改良点の説明を行った。 
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6－5 パネルディスカッション報告 

 
 第二部はパネルディスカッション形式で、会場の皆様と共に特許情報の研究活用について

議論を進めた。パネリストは、講師の冨士良宏氏・渡部俊也氏に、山口大学理工学研究科教

授の三木俊克氏・堤宏守氏が合流している。質疑は、会場参加者と遠隔で参加した大分大学

イノベーション機構のメンバーを含めて活発に行われた。その中で、特許情報の研究活用シ

ーンに関する部分を集約すると、結果として特許情報は研究シーンの中で多様な目的に対応

できることが確認されている。例えば、多くの研究室が、大学院入学前の学部 4 年生に対し

て、論文やレビューアーティクルを渡して読み込ませていくことから研究がスタートするが、

そのタイミングで特許情報が非常に有効であるとする報告があった。その理由は、導入教育

では特許情報のように形式がきちんと一定になっているものを利用することが適切であり、

しかも発明の詳細な説明の文章には、課題を明確にして解決する方法や効果も記述されてい

るからというものです。そのため、１ヶ月間くらいは学部 4 年生に特許の文献サーチをさせ

ることからスタートするという、人材育成観点からの報告があった。次に、研究自体の進め

方に関する事例である。研究は思わぬところで成果が出るものであり、狙った通りに研究が

進むということは演習的な研究の可能性が高い。その意味で、着目点の設定が研究を発展さ

せる局面で大きな役割を果たすことになる。研究成果を検証するときには、ネガティブだと

思えることであっても、もう一度情報をしっかり見る必要がある。事象の意味付けや、物事

の裏から見たらどうだと・・・、特許情報はそれらを考えるアイテムとして比較的簡単に検

索できるのでよく利用するという報告があった。但し、必ずしも、特許情報を研究室として

システマティックに使っているわけではないので、この点について大学の人材育成のありか

たを再考すべきであるとする意見があった。更に別の観点から、前のセッションで発表され

た特許調査の事例の一つについて、依頼した先生の動機が大学発ベンチャーを作るために必

要なデータベースの構築だったという紹介があった。R＆D 型のベンチャーで、他の R＆D
機関にサービスするためのベンチャー企業ですが、特許データベースから顧客層を掴むため

の調査で顧客候補を絞るという使い方です。マーケティングの鉄則である「己を知るのと同

時に、敵の実態を知る」という・・・、ここでは敵ではなくお客さんですが、これも特許情

報を使った事例であるという報告があった。最終的に、各機関でこれらの多様な利用モデル

を持ち寄って紹介することが大事な局面になっているという結論となった。 
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【当日の会場】 

 
 
 
【大分大学との双方向遠隔討議】 

 
 冨士良宏氏の講演時の写真。大分大学との間の仮設遠隔会議システムは、mpeg2 コーデッ

ク（NTT エレクトロニクス製 SU1000）を利用した。音声遅延時間 0.2 秒で、安価な手持ち民

生用機材をそのまま接続できるメリットがある。 
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【e-learning ソフトの紹介】 

 
 
 
 
 
 



  

  
 
 
 
 

第 7 章 特許情報活用モデル 

 
 
 
 

 

 

　7－1 特許情報活用モデル 
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第 7 章 特許情報活用モデル 
 

 

7－1 特許情報活用モデル 

 
 本研究では、ヒアリングやアンケート等を通して、現時点における大学研究者の特許情報

活用実態を調査し委員会等で検討を重ねてきた。その結果、例えば対象者個人ベースで判断

しても、論文情報検索は研究者として必須の行動様式になっているが、調査対象者の約 6 割

が特許文献・情報の調査を全く行ったことがないと答えている。その一方で、一部のベテラ

ン研究者は、意識的あるいは無意識であるかを問わず、既に自分のものとした特許情報地図

を前提に研究活動を続けている。また、研究室単位で見ても、毎週、新規特許出願の検討会

を行っている研究室や、研究に入る段階で特許情報の検索と解釈を学生に課している先進的

な研究室もある。 
 これら、特許情報活用の目的は、研究分野、研究フェーズ、研究室総人員、研究室に所属

する研究者階層のバランス、指導者の研究マネジメント手法、研究内容と対応する産業界の

技術動向・・等々、多様な要因に対応して決定されるものである。ここでは、本調査研究で

浮上した特許情報活用の目的を下図にモデル化している。代表的事例のモデル化にとどまり

全てを網羅したものではないが、このモデルを念頭に研究者の特許情報活用促進や大学での

人材育成計画を立てることが望ましいと考える。 
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第 8 章 プロトタイプ e-learning ソフト 

 
 
 
 

 

8－1 プロトタイプ e-learning ソフト 
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第 8 章 プロトタイプ e-learning ソフト 
 

 

8－1 プロトタイプ e-learning ソフト 

 
 ヒアリング調査では、特許情報取得に馴染みのない若手研究者から、検索スキルや特許情

報解釈等の研修を e-learning で受講したいという意見が表明された。特許情報や制度説明も

含めた e-learning ソフトの一例として、（独）工業所有権情報・研修館のホームページから

無償で提供されるソフトがある。これは、体系的な研修ソフトで採点機能まで組み込まれて

いるため大学研究者が利用しやすい。現状では発行される接続 ID 数に制限があるため、例

えば大学等の研究機関向けに何らかの形でシステムを貸与していただけたら、大学内で研究

者向けサービスに供して研究者の特許情報利用スキル改善に有益と考えられる。（独）工業所

有権情報・研修館の当該コンテンツは、特許等の情報検索研修用によく考えられた作品であ

る。そこで、今回開発する e-learning ソフトは、（独）工業所有権情報・研修館から提供さ

れているコンテンツの周辺部分を補完する形で、即ち、更に基本的な特許公報の解釈方法や、

特許情報と研究開発の関係等について制作した。なお、本プロトタイプソフトは山口大学の

ホームページから試験的に配信１）される。 
 

（図表 8－1）プロトタイプ e-learning ソフトの基本構成 

 
 
 
 
 
注）ビデオ教材配信は下記ＵＲＬ経由で行われる。   

http://t-kimura03.cc.yamaguchi-u.ac.jp/elvmenu1.htm 
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第 9章 結 語 

 
 
 
 
 

9－1 結 語 
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第 9章 結 語 
 

 

9－1 結 語 

 
 本研究は、大学研究者の多くが戦略的特許情報活用を行っていない状況を踏まえて、活用

されない理由を客観的に明らかにし若干の対応策を提示するものである。 
 研究者ヒアリングやアンケート調査の結果として、特許情報の研究活用が進まない理由と

して、おおむね当初の推測通り「従来からの慣行」「研究室運用で特許情報利用体制の未整備」

「データベース検索方法の習熟度」「特許情報自体に研究で利用しにくい特性がある」「特許

情報解釈スキル」「特許情報検索システムの問題」「特許情報マッピングスキルの問題」「特許

情報マッピンクの人的リソースの問題」「技術分野による特殊な問題」等の要因が確認された。

また、ヒアリング調査では研究歴の長短で、特許情報活用方法や特許制度の理解について特

徴があることが判明した。更に、工学部、理学部、農学部、医学部に対するアンケート調査

からは、現状分析と例えば特許情報活用に向けた多くの改善点が見えてきた。後者について

は、例えば、研究者が希望する特許検索システムは「全文フルテキスト検索機能」「概念検索

機能」「IPC 等の分類記号は使わずに自然な用語の入力で自動的に検索される機能」である
ことがわかる。また、研修のための e-learningの必要性も指摘され、これらを含めて本報告
書中で確認された事項について、システム側であるいは場合によっては政策的に対応するこ

とで状況が改善される可能性が高い。 
 今後の課題としては、特許情報活用モデルの研究者に対する普及活動や、それを前提とし

た研究室マネジメントのあり方の検討が残されている。なお、より現場サイドに視点を移す

と、具体的な特許マッピングの方法や個別の研究領域に特化した特許情報の読み方の研修体

制を整えることが必要と考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




